
 

三田市告示第 １ ３ ２  号 

 

下記「 公示送達書」 に掲げる書類について、 送達を受けるべき 者の住所、 居所が不明

のため送達するこ と ができ ないので、 地方税法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ２ ６ 号） 第２ ０ 条

の２ 及び、 三田市市税条例（ 昭和３ ２ 年条例第１ ２ 号） 第１ ８ 条の規定により 、 その旨

を公示する。  

なお、 当該書類は、 三田市税務課に保管し 、 送達を受けるべき 者が請求し たと き は、

いつでも 交付する。  

また、 こ の掲示を始めた日から 起算し て７ 日を経過し たと き は、書類の送達があっ た

も のと みなす。  

 

 

 

令和 ８ 年 6 月 10 日 

 

兵庫県三田市長  田村 克也 

 

 

記 

 

送達を受けるべき書類の名称  送達を受けるべき 者の氏名 

 

 

  



送達を 受ける べき 者の氏名

令和７ 年度 市県民税・ 森林環境税 更正（ 決定） 通知書
Ｈ Ａ Ｒ Ｉ 　 Ａ Ｇ Ｕ Ｎ Ｇ 　 Ｅ Ｒ Ｆ Ａ
Ｎ 　 Ｐ Ｒ Ａ Ｄ Ａ Ｎ Ａ

令和７ 年度 市県民税・ 森林環境税 更正（ 決定） 通知書 Ａ Ｄ Ａ Ｍ　 Ｂ Ａ Ｃ Ｈ Ｔ Ｉ Ａ Ｒ

令和７ 年度 市県民税・ 森林環境税 更正（ 決定） 通知書
Ｄ Ｉ Ｄ Ｉ 　 Ｊ Ａ Ｎ Ｕ Ａ Ｒ 　 Ｌ Ｉ Ｎ
Ａ Ｒ Ｄ Ｉ

公示送達書

送達すべき 書類の名称

令和8年6月10日 兵庫県三田市長　 　 田村　 克也


